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【注意事項】
●基本的には源泉所得税の納期の特例と同じですが、次の点にご注意ください。
・納期の特例を受けるには、特別徴収義務者の指定が必要です。
給与支払報告書を特別徴収対象で提出していただくか、特別徴収依頼届出書の提出により、
特別徴収義務者として開始しなければなりません。
・納期は６月から１１月（１２月１０日納期限）並びに１２月から翌年５月（６月１０日納期限）の
２回となります。各期間の納期限までに収めていただくことになります。
・年途中からでも申請は可能です。

【記入例１１】 特別徴収税額の納期の特例を申請する場合


